
完納証明書（様式その２）は，調査項目が多く，窓口でお時間をいただく場合があり

ます。あらかじめ、この用紙で事前に連絡（ＦＡＸ）をお願いいたします。 

 

納税証明書（完納証明）仮請求連絡書（ＦＡＸ） 

 

〔連絡書送付先〕 

                         県税事務所 

 

  ※課税番号  

住 所 

（法人の場合本社所在地） 

 

 

法人の場合 

  県内事業所所在地 

 

 

 法人名（又は氏名） 
フリガナ 

 

 代表者名（法人の場合） 
 

連   絡   先 
電話   （   ）    担当課名 

              担当者名 

受け取り希望日  月   日    午前 ・ 午後 

（留意事項等） 

１ ※印欄は，県税事務所で記入します。 

２ 受け取り希望日の２日前までに，この連絡書をＦＡＸしてください。 

３ 調査の結果，完納の確認が取れない場合は，当方から連絡させていただきます。 

４ 証明書を受け取られる際は，別途納税証明書交付請求書により請求していただくこ

とになります。 

５ 代理人が請求される場合には，委任状が必要です。 

６ 完納証明手数料として，１枚につき４００円の県収入証紙が必要となります。 

７ 確認に時間を要することがありますので，なるべく申告や納付をされている県税事

務所に請求してください。 

  



納税証明書を請求される方へ 

 

 納税証明書は，提出先（県・市役所・役場・銀行等）や使用目的によって様式が異なりますので，

御注意ください。 

 なお，完納証明書の発行には窓口でお時間をいただく場合がありますので，裏面の仮請求連絡書

により事前にＦＡＸをお願いします。 

 

＜納税証明書の種類＞ 

 県税事務所で発行する県税の納税証明書には，下記の様式があります。 

 
証明書の種類 

窓口で提出していただく 

納税証明書交付請求書の様式 

発行する 

納税証明書の様式 

１ 県税の種類，年度毎に税額を証明する

もの 

第３９号様式（その１） 

第４０号様式（その１） 

２ 県税すべてに未納のないことを証明

するもの（完納証明） 

第４０号様式（その２） 
３ 県税の種類ごとに未納のないことを

証明するもの 

４ 県税の滞納処分を受けたことがない

ことを証明するもの 

５ 自動車税の車検（継続検査・構造等変

更検査）用証明書 
第３９号様式（その２） 

第４０号様式（その３）

又は（その４） 

※ ２，３の証明については，年度指定は一切できません。 

※ 県税の納付を，最近（申請前２週間程度）銀行等で行った場合，県税事務所ですぐに納付を確

認できないことがありますので，領収書（原本）の御提示をお願いします。 

※ 消費税・地方消費税及び法人税の納税証明書の発行は税務署になりますので，管轄する税務署

へ申請をお願いいたします。 

 

県税事務所のＦＡＸ番号及び電話番号 

事務所名 ＦＡＸ番号 電話番号 担当課 

中央県税事務所 ０４３－２３１－４５７７ ０４３－２３１－２３２４ 管理課 

千葉西県税事務所 ０４３－２７９－９２７１ ０４３－２７９－７１１１ 管理課 

船橋県税事務所 ０４７－４３７－３８４３ ０４７－４３３－１２７５ 管理課 

松戸県税事務所 ０４７－３６８－５８３５ ０４７－３６１－２１１２ 管理課 

柏 県 税 事 務 所 ０４－７１４７－８７４９ ０４－７１４７－１２３１ 管理課 

佐倉県税事務所 ０４３－４８６－９４１１ ０４３－４８３－１１１５ 管理課 

香取県税事務所 ０４７８－５２－６０８１ ０４７８－５４－１３１４ 管理課 

旭 県 税 事 務 所 ０４７９－６４－２０８７ ０４７９－６２－０７７２ 管理課 

旭 県 税 事 務 所 

銚子支所 
０４７９－２５－０５６８ ０４７９－２２－５９０７ 

 

東金県税事務所 ０４７５－５５－３１２６ ０４７５－５４－０２２３ 管理課 

茂原県税事務所 ０４７５－２２－１７５９ ０４７５－２２－１７２１ 管理課 

茂原県税事務所 

大多喜支所 
０４７０－８２－４６６４ ０４７０－８２－２２１４ 

 

館山県税事務所 ０４７０－２２－３１４４ ０４７０－２２－７１１７ 管理課 

木更津県税事務所 ０４３８－２３－１６７３ ０４３８－２５－１１１０ 管理課 

市原県税事務所 ０４３６－２２－２１７８ ０４３６－２２－２１７１ 管理課 

 


